
 

船舶事故調査報告書 

平成３１年４月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年６月７日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 北海道根室市納沙布
の さ っ ぷ

岬東方沖 

納沙布岬灯台から真方位０７９°２.２海里付近 

 （概位 北緯４３°２３.５′ 東経１４５°５２.０′） 

事故の概要 漁船第３８海
み

輝
き

丸は、西進中、錨泊中の漁船第十八金
きん

祐
ゆう

丸に衝突し

た。 

事故調査の経過 平成３０年６月８日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第３８海輝丸、２.０トン 

ＨＫ３－９７７７６（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 第十八金祐丸、１.２トン 

   ＨＫ３－１０８９４６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

 甲板員Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船底外板に亀裂 

Ｂ 左舷船尾部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 なし、視程 １００～２００ｍ 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、霧による視界制限の状況

下、西進中、甲板員Ａが、前路で操業している船舶はいないと思い、

約１３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行を続けて

いたところ、船首部がＢ船の左舷船尾部に衝突して乗り切った。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、錨泊中、船長Ｂが、こん
．．

ぶ
．
を採取していたところ、Ａ船が至近に迫ってきたのを認め、甲板員

Ｂに危険を知らせて右舷側から海に飛び込んだ後、Ａ船と衝突した。 

両船は、レーダーを装備していなかった。 

分析 Ａ船は、霧による視界制限の状況下、西進中、甲板員Ａが、前路で

操業している船舶はいないと思い、約１３kn の速力で航行を続けたこ

とから、錨泊中のＢ船に衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、霧による視界制限の状況下、錨泊中、船長Ｂが至近に迫っ

てきたＡ船を認めたがどうすることもできず、Ａ船が衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、霧による視界制限の状況下、Ａ船が、西進中、甲板員Ａ



 

が、前路で操業している船舶はいないと思い、約１３kn の速力で航行

を続けたため、錨泊中のＢ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・視界制限状態の海域を航行する際は、十分に速力を落として航行

すること。 

 


